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１．制度の概要
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中山間地域等直接支払制度中間年評価の結果
農林水産省農村振興局より引用
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中山間地域等直接支払制度中間年評価の結果
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中山間地域等直接支払制度中間年評価の結果
農林水産省農村振興局より引用

（必須）

（選択）

（通常単価）

（基礎単価）
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３．滋賀県での対象となる地域

★法指定地域

特定農山村法、山村振興法、過疎法

★特認地域（知事が指定する地域）：１の要件を満たす地域において２の

要件を満たす農用地とする。

１．地域基準 （次の①～④のいずれかの要件を満たす）

①法指定地域に地理的に隣接する農用地

②農林統計上の中間農業地域または山間農業地域

③既成市街地等に該当せず一定の要件を満たす地域

④特定農山村法にかかる要件を満たす地域(急傾斜のみ)

２．農用地基準

（１）上記①から③の地域については、次のいずれかの要件を満たす

ア 傾斜農用地（田１／１００以上、畑・草地 ８度以上)
イ 自然条件により小区画・不整形な田
ウ 高齢化率・耕作放棄地の高い農地

（２）④の地域については、次の要件を満たすこと。
ア 急傾斜農用地の田(１／２０以上)

対象となる地域 法指定地域、特認地域
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４．滋賀県における中山間地域の協定面積の経過表

第一期対策から第二期対策で協定面積が増えた理由：H17からH18年度に
かけて、甲賀市(5集落増) 東近江市(6集落増) 米原市(2集落) 計13集落
が新たに取り組みをしたことによる。

第一期対策 第二期対策 第3期対策
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２．平成２４年度の実施状況
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１．対象面積、協定面積、集落協定参加農家数

協定農用地の総面積は1,568.6ha（H23は1,550.4ha）で、県内９市町に
おける対象面積2,196.2haの約71.4％でした。

対象面積、協定面積、集落協定参加農家数 滋賀県内 市町別の内訳
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２．協定数の推移

137協定のうち、通常単価で取り組んだ協定は115協定、基礎単価で取
り組んだ協定は22協定で前年度と同じでした。

協定数の推移
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３．協定農用地の面積

協定農用地の総面積1,568.6haのうち、法指定地域の総面積は712.8ha

特認地域の総面積は855.8ha

各市町の協定面積

11



４．交付金額・使途状況

１）交付金額は244,062千円(H23年度
は242,826千円) →協定面積の増
加による。

２）交付金の使途：総額の70.6％が共
同活動(農道・水路・農地の維持管
理、鳥獣被害防止対策) 29.4％が
個人配分。

交付 状況・使途状況 単位：千円
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５．共同取組活動費の使途内訳

使途内訳は積立等が最も多く
35％となっており、次いで鳥獣
被害防止対策費が20％となって
いる。

共同取組活動費の使途内訳（滋賀県計） 金額：千円、(  ):集落協定数
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６．体制整備に向けた取り組み状況

通常単価で取り組む集落協定全114協定のうち、111協定がＣ要件で取組

14



７．個別協定の取り組み状況

湖南市と高島市の２地域で個別協定を取り組まれました
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８．加算措置の取り組み状況

平成22年度から甲賀市の１協定が法人設立に向けた活動に取り組まれて
いるほか、平成23年度から新たに米原市の１協定が規模拡大に向けた活動
に取り組まれ、それぞれ加算措置を受けました。

加算措置名 協定数 該当市町名 
法人設立加算 1 甲賀市 
土地利用調整加算 0 － 
小規模・高齢化集落支援加算 0 － 
規模拡大加算 1 米原市 

 ※１ 法人設立加算
農業生産法人または特定農業法人の設立に対し加算。

※２ 土地利用調整加算
担い手に対し、新たに協定面積の30％以上において利用権設定等を行う集落に対し加算。

※３ 小規模・高齢化集落支援加算
近隣集落が小規模・高齢化集落の農用地を協定農用地として取り組んだ場合に加算。

※４ 規模拡大加算
担い手が新たに利用権の設定等を行った対象農用地について、５年以上の期間継続して耕作
した場合に加算。
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９．抽出検査について

中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用第１１の４に基づき、対
象協定の中から抽出（５年間で３割程度）して証拠書類等についての
検査を行い、必要に応じて現地確認を行う。

１．平成24年度実績
・７市町 １０協定で実施

２．実施方法
・抽出検査チェックリストに基づき実施する

３．抽出検査の結果（主な指摘事項）
・協定書の記載方法、添付書類の改善
（添付図面、写真整理）

・確認野帳の再整備（代表者印、写真の添付）

国

県

市町

集落

（証拠書類等の作

成、５年間保管）

抽出検査（立会）

抽出検査

実施状況の確認
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１０．成果等について １/２

中山間地域等直接支払交付金制度により、1,568.6haの農地について、
耕作放棄地の発生を防止し、集落内の活性化につながりました。

１．本制度に取り組んでいなければ、H22～
H26の５年間でどれくらい耕作放棄される
と思いますか。

→27％の集落が、３割以上の農地が耕作
放棄されるのではないかと回答。

２．制度の取組により、協定締結前と比べ

てどのように変わりましたか。

→農業者の意欲向上が75集落（56％）と
最も多く、次いで集落の活性化や将来

に向けた話合いの活発化が45集落
（33％）、高齢者の活動の活発化が38
集落（28％）となっている。

１．

２．

H24 集落アンケートの結果
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１１．成果等について 2/2

対象農用地に対する協定農用地面積の割合は徐々に増加しているが、
約３０％については、高齢化等の理由により制度に取り組むことがで
きなかった。

協定に参加しなかった（できなかった）と思われる理由

高齢化、獣害、過
疎化などの理由で、
農業生産活動を５
年間継続する自信
がないという回答
が一番多い。

H24 市町アンケートの結果 19



１２．手続きの流れ
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平成 24 年度 

＜農業生産法人、集落営農組織の育成に取り組む事例＞ 

○協定参加者以外も含め集落ぐるみで共同活動を実施 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 滋賀県大津市
お お つ し

 伊香
い か

立
だち

向在地
むかいざいじ

町
ちょう

集落
しゅうらく

協定
きょうてい

推進会
すいしんかい

協定面積
16.3ha

田（100％） 畑 草地 採草放牧地

水稲、麦、大豆       

交付金額
273万円

個人配分                                                       48 ％

共同取組活動
        （52％）

役員報酬                      5 ％
景観形成活動、共同防除、担い手定着活動       7 ％ 
揚水管理、ため池管理、道路管理          11 ％ 
地力増進活動、耕作放棄対策             5 ％ 
共同利用機械購入積立金              21 ％ 
その他                       3 ％

協定参加者 農業者 45人、農業組合 １、土地改良区 １、自治会 １ 開始：平成12年度

人･農地プランの作成状況 作成していない 

２．取組に至る経緯 

伊香立向在地町集落では、平成元年から 10 年にかけてほ場整備が行われ、米を中

心とする営農を展開しているが、兼業農家の増加、高齢化の進行、米価の低迷等の課

題を抱え、営農意欲の減退や集落活力の低下が見られてきたことから、将来に渡り集

落の維持発展を図っていくため、平成 12 年から中山間地域等直接支払制度に取り組

むことになった。 

ほ場整備によって整備された優良な農地を担い手へ引き渡してくため、現在の営農

組織を発展させ継続的な営農体制を確立し、また、生産の中心である米のブランド（伊

香立ブランド）を立ち上げることを目指し、活動に取り組んでいる。 

３．取組の内容 

集落ぐるみの農業生産活動体制の整備に取り組み、共同利用機械の整備を行った。

農地は所有農家が耕作・管理し、農道・水路の維持管理は協定対象外農家も一緒に参

加して、集落ぐるみで農業活動を実践している。 

また、近年は、イノシシ、シカ、サルによる農作物被害が深刻化してきたことから、

電気柵の設置を行うなど、獣害対策にも取り組んでいる。 

集落づくりの一環として、休耕田にコスモスを植え、コスモス田作り等の活動を行

うとともに、自治会活動(夏祭り)にも協賛し、多面的機能増進活動を自治会と協同し

て実施している。また、開花時期には、集落外からも多くの人が訪れ、住民との交流

を図っている。 

【向在地集落】 【法面の草刈り作業】

w220698
タイプライタ
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［集落の将来像]
○ 生産性の向上 
○ 住みよい集落づくり

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 営農組織のオペレーターを育成し、農作業の受委託による効率化 

○ 機械施設の共同利用を通じ、後継者の育成 

４．今後の課題等

集落の課題としては、リーダーの確保、高齢化の進行、担い手の育成等があげられ

るが、「いかにして鳥獣害の被害を防いでいくか。」が当面の課題。 

また、伊香立向在地町集落は、他集落に比べ比較的条件が揃っていることから、危

機感をもっている農業者が少ないため、今後、集落内の意識を共有し、集落全体で地

域を守るという更なる意識の向上が必要。 

［第２期対策の主な成果］
当該事業を取り組むことにより、集落全体で農業に取り組むことができ、農業活動の継続が図られて

いる。

農地の耕作・管理（田 16ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.4ha、年２回）

個別対応

機械農作業の共同化

（営農組合のオペレーター

育成、目標 10名) 
共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 5.4km、年２回

  清掃、草刈り

・道路 4.0km、年３回

法面等草刈り

共同取組活動

景観作物作付け

（景観作物としてコスモス

 を約 0.2ha 作付けた。）

共同取組活動

地場産農産物等の加工販売

（野菜の栽培の促進。自己消

費から生産直売を目指す）

共同取組活動

農地法面の定期的な点検

（随時）

共同取組活動

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制

多様な担い手の確保

（機械の共同利用を通じた

後継者の育成。目標 15名）

共同取組活動

共同で支え合う集団的かつ持

続可能な体制の整備

（農業の継続が困難となった

農地が生じた場合、営農組

合を位置付け）

共同取組活動

協

定

参

加

者

以

外

自 治 会

w220698
タイプライタ
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平成 24 年度 

＜その他（その他、取組に特徴のある事例）＞ 

○歴史街道が残る集落の景観・自然生態系に配慮した取組 

１．集落協定の概要 

市町村･協定名 滋賀県長浜市
ながはまし

 相撲庭
すまいにわ

町
ちょう

山田
や ま だ

地区
ち く

協定面積
2.9 ha

田（100%） 畑 草地 採草放牧地

水稲
交付金額
61万円

個人配分                                                         0％

共同取組活動
    （100％）

水路、農道、電気柵の維持管理、整備費         100％

協定参加者 農業者 13人 開始：平成23年度

人･農地プランの作成状況 作成していない 

２．取組に至る経緯 

 伊吹山を源流とする姉川中流域に位置する相撲庭町は、山裾に北国脇往還が通り、

古い街道の名残を残している。 

集落の耕地は約 55ha。作物は水稲が中心で、小規模の兼業農家が多い。昭和 60

年頃、ほ場整備を実施して、区画を整理。大半は平場に位置するが、山裾に位置す

る山田地区では、急傾斜の田が約 3ha 存在し、イノシシなどの獣害被害に悩む中、

農用地の保全が必要と考え、平成 23 年度より中山間地域等直接支払交付金に取り組

むこととした。 

３．取組の内容 

集落が抱える一番の課題である獣害被害に対応するため、共同取組活動で電気誘導

柵を設置。従来の電気誘導柵の更新を図ると共に、田園風景の景観保持も目的とした

周辺森林の雑木処分、草刈りの維持管理の徹底を協定者で取り決め、実施している。 

草刈り機での作業が困難な柵の周辺部では、これまでは、除草剤を散布していたが、

現在は、不織布を張って草の生育を抑えており、維持管理の低減が図れたうえに、除

草剤を使用しないため、一時は見かけなくなったイモリも戻ってきた。協定参加者全

員で草を刈ることで、集落の環境も良くなり、集落の意識も変わってきている。 

【電気誘導柵設置】 【周辺林地の管理】

w220698
タイプライタ
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［集落の将来像]
○ 当農用地の管理者は13名の協定者と少ないが、地道ではあるが、良好な維持管理、景観保全を向上す
ることで、担い手の育成、集落内の協定参加者増を目標に、この中山間地域等直接支払交付金をステ
ップとして、集落ぐるみの生産活動体制を構築していく。

［将来像を実現するための活動目標]  
○ 耕作放棄地とならないように、特に獣害対策の充実を図り、常に耕作可能な良好な農用地として維持
管理の徹底を図る。 

集落外との連携 
○ 当協定農用地以外の集落住人にも普及、啓発を図り、集落内の協定参加者増を目標と
する。 

４．今後の課題等

  集落の高齢化が進み、今後、耕作が難しくなる農地が発生していくと思われる。 

 今の対策中は、何とか踏ん張れるものの、次の対策の時は、どうなるか分からない。 

  後継者の育成が必要であり、当面、定年後の帰農者を後継者として位置付けていき

たいが、若年層は、農業に採算性が見込まれないと、確保が難しい。 

  主産物である米をブランド化し、所得の向上につなげていきたいが、一方で、昔か

ら言い伝えられてきた「弘法さんの不思議な水」を地域の資源として何とか活かせな

いかと、集落では模索している。 

  また、同じ相撲庭町の農業者とも何ら連携が出来ないかと検討している。 

［第２期対策の主な成果］
 取り組みなし 

農地の耕作・管理（田 2.9ha）
個別対応

周辺林地の下草刈り

（約 0.3ha、年１回）

協働取り組み対応

獣害防止柵の新設設置

（L=1,222m）

共同取組活動

水路・作業道の管理

・水路 2.3km、年２回草刈

       年３回泥上

・道路 1.0km、年２回草刈り

共同取組活動

集団的かつ持続可能な体制整

備（協定者等集落ぐるみでの

農業生産活動の維持）

共同取組活動
農地法面の定期的な点検

（随時）

共同取組活動

獣害対策の電気誘導柵と連

動による獣害被害防止の徹

底

農業生産活動等 多面的機能増進活動 農業生産活動の体制

w220698
タイプライタ
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